
 

 

「令和８年度墨田区食品衛生監視指導計画案」

に対するご意見と区の考え方 
 

 「令和８年度墨田区食品衛生監視指導計画案」について、区民の皆さまからお寄せいただ

いたご意見及び区の考え方を公表いたします。ご提出ありがとうございました。 

 

■ 意見募集方法の概要 

（１）意見募集の周知 

令和８年 1月１３日（火）から同年 2月１３日（金）まで区のホームページに案を掲載するととも

に、すみだ保健子育て総合センター２階生活衛生課、すみだ消費者センターで窓口配布しました。令

和８年 1 月２１日号の墨田区のお知らせには、募集記事を掲載しました。また、墨田区食品衛生推進

会議で案を提示して意見を伺いました。 

（２）意見提出 

   文書を郵送、ファクス、電子メール、電子申請等により提出していただきました。また、墨田区食品

衛生推進会議で墨田区保健所生活衛生課食品衛生係に提出していただきました。 

 

■ ご意見等の概要と区の考え方 

ページ 意見概要 区の考え方 

Ｐ３ 

区民向けの啓発活動については、さらにわか

りやすい理解しやすい文言等にし、普及の効

果があらわれていくとよいかと思います。 

区民向けの啓発活動については現在、墨田区食

品衛生キャラクター「すみだこ」を用いて、区

報やケーブルテレビ、ＳＮＳをとおし、行って

いるところです。 

より区民のみなさまに食品の衛生管理の重要性

が伝わるよう活動内容、啓発グッズについて検

討していきます。 

新しい啓発グッズを楽しみにしています。 

Ｐ９ 

ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理に

ついて、飲食店向けの手引書に「振り返り」

の実施が追加されたが、「振り返り」を行っ

ていない場合の罰則規定があるようであれ

ば教えてください。 

令和６年１月に一般飲食店事業者向けの

HACCPに沿った衛生管理の手引書が改訂さ

れ、「振り返り」の実施が追加されました。衛

生管理計画に「振り返り」がないからといって

直ちに罰則が適用されるわけではありません。

一般的には、事業者が衛生管理計画を作成しな

い場合や内容に不備がある場合、または作成し

ても遵守していない場合、改善のための行政指

導を行います。 

事業者が適切な衛生管理を行うことができるよ

う引き続き、周知を行っていきます。 

ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理の

ステッカーを掲示している店が少ないと思

う。 

ＨACCPステッカーは消費者の食品衛生に対

する理解を深め、事業者のＨＡＣＣＰに対する

取り組みを強化するために作成しています。衛

生管理は引き続き実施してくものであるため、

年度表記を行わない現在の HACCPステッカ

ーを配布しています。HACCPステッカーは令

ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理の

ステッカーに年度を記載した方がよいと思

う。 

 
 

 



 

 

ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理の

ステッカーを１年に何枚配布したかを知り

たい。 

和４年度から配布を開始し、例年１００枚前後

配布しています。 

HACCPステッカーについては区報やＳＮＳ、

リーフレット等を用いて周知しているところで

す。引き続きＨACCPの普及啓発に努めてまい

ります。 

全般 

監視指導計画について、「この項目」は「誰」

が「どのよう」に「いつまで」に、を文章で

なく一覧になっていると分かりやすいと思

います。 

令和 8年度墨田区食品衛生監視指導計画（案）

の 1枚目に添付している様式（表題：「食の安

全」確かめます！）は、本計画の全体像を一目

で把握していただけるように簡略版として作成

したものです。頂きましたご意見を踏まえ、よ

り多くの皆さまにご理解いただけるよう、内

容・レイアウトについて、今後検討してまいり

ます。 

 

●お問い合わせ先 

すみだ保健子育て総合センター２階 

墨田区保健所生活衛生課食品衛生係 

〒130-8628 墨田区横川５－７－４ 電話：03－5608－6943（直通） 


